
令 和 ７ 年 度  入 園 募 集 要 項 

学 校 法 人  志 村 学 園 

白 山 幼 稚 園 

○ 募集人員 3年保育児（3歳児） …  36  名 （予定）  ※満３歳児入園者を除く 

 

○ 入園資格 3年保育児…令和 3年 4月 2日から令和 4年 4月 1日までに生まれた者  

 

○ 願書販売 願書は本園事務所で下記のように販売しています。「入園願書申込書」を 

            提出して、お受け取りください。 

＜販売日時＞  10月 15日（火） ～ 29日（火）[土・日曜は除きます。] 

午前 9時 00分 ～ １2時 00分  

☆ 入園願書・募集要項 １，０００円      ☆ 募集要項のみ 無料 

   ※願書販売順に面接時間が記載されているカードをお渡しいたします。（販売数の制限はご

ざいません。面接時間は願書販売順です。） 

 

○ 願書受付        １１月１日（金） 

願書販売の際にお渡しした面接カードの時間にお子様と一緒にお越しください。 

所定事項を記入した願書、減免申請書（該当者のみ）、アンケートを提出の上、 

検定料（５，０００円）（お釣りのないようにお願いいたします）をお支払いください。 

※保護者の方もお子さんも上履きをご持参ください。 

 

○ 面接           １１月１日（金） 

願書受付と同時に面接を行います。面接の際は保護者 1～2 名、お子さんは本人のみと

なりますので、その他の方の来園はお控えください。お子さんを理解する手がかりをつか

むために、発育調査と面接（保護者同伴）等を行います。 

※令和７年度選考基準 

発育調査と面接の結果、１対１対応をする専任の教諭が必要であると判断した場合など

は入園をお断りさせていただきます（在園・卒園児の弟妹も同様です）。 

 

○ 入園手続き     １１月１日（金）   

面接終了後、合格の方は別室にて手続きをしていただきますので、入園料・入園受入準備

金・施設維持費等をお持ちください。 

＊ 納入された諸費用は、転勤等特別の場合を除いて返金致しません。 

＊ 転勤等の特別な場合は、来年３月３日（月）までに書面で提出された方のみ、返金致します。

（入園受入準備金 20,000円は事務手続きの費用のため返金致しません。） 

 



 

 

○ 入園料・保育料等諸費 

下記諸費用は、令和 7 年度（令和 7 年４月から翌年３月）のものです。来年度以降は、変わる

ことがあります。（物価上昇や行事内容変更に伴い、下記費用は一年ごとに見直し、値上

げする場合がございます。あらかじめご承知おきください。） 
 

入園時納入金  

入 園 料        １００,０００ 円 

入園受入準備金      ２０，０００ 円 

施設維持費         １０,０００ 円 

バス年間経費        １０,０００ 円 … 通園バス利用者のみ 

＊ ひよこ組に入会していた方は入園料が５，０００円減額されます。 

＊ 本園卒園生（２年以上在籍者）と在園児の弟妹（２人目以後）の入園の場合は、入園料が

１万円減額されます。 

＊ ２人以上の同時入園の場合は、２人目以上の方の入園料が半額になります。 
 

毎月の納入金 

（ 月 額 ） 年長組 年中組 年少組 

保 育 料 無償 無償 無償 

教育充実費（特定負担額） 6,300円 6,300円 8,300円 

給 食 費  

冷 暖 房 費 

保健衛生費 

絵 本 代 

教 材 費 

行 事 費（遠足・お泊まり会を除く） 

バス維持費  

卒園記念品代 (卒園 DVD ・卒園アルバム) 

3,700円 

600円 

500円 

600円 

800円 

700円 

4,400円 

1,400円 

3,700円 

600円 

500円 

600円 

800円 

700円 

4,400円 

―   

3,700円 

600円 

500円 

600円 

800円 

700円 

4,400円 

―   

バス通園 合計 19,000円 17,600円 19,600円 

徒歩通園 合計 14,600円 13,200円 15,200円 

＊当園は令和 6 年度より私学助成園から施設型給付園へ変わったため保育料は無償

となりますが、設置基準に余裕を持った職員の配置や教育の充実に充てるため、「教

育の質の向上を図るための特定負担額」として、入園時に入園料・施設維持費、毎月

の納入金で教育充実費をご負担いただきます。 

＊毎月の納入金は、川崎信用金庫の口座振替で毎月 20日に納入していただきます。 

＊年度始めに１年間に個人で使用する用品費を納入していただきます。 

＊遠足とお泊まり会につきましては別途実費を納入していただきます。 

 

 

 

 


